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－ １ － 

報告第１１号 

平成２６年度藤井寺市健全化判断比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項の規定により、平成２６年度藤井寺市健全化判断比率を別紙のとおり監査委員

の意見を付けて報告する。 

  平成２７年９月２日提出 

                       藤井寺市長 國下 和男 

 

                                （単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

（１２．９１） 

― 

（１７．９１） 

３．７ 

（２５．０） 

３１．４ 

（３５０．０） 

備考 

 １ 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が

算定されない場合は、「－」を記載している。 

 ２ 藤井寺市の早期健全化基準を括弧内に記載している。 



－ ２ － 

報告第１２号 

平成２６年度藤井寺市資金不足比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条

第１項の規定により、平成２６年度藤井寺市資金不足比率を別紙のとおり監査委員

の意見を付けて報告する。 

  平成２７年９月２日提出 

                       藤井寺市長 國下 和男 

 

（単位：％） 

特別会計の名称 資金不足比率 備  考 

病院事業会計 
― 

（２０．０） 

地方公共団体の財政の健全化に

関する法律施行令（平成１９年政

令第３９７号）第１７条第１号の

規定により事業の規模を算定 

水道事業会計 
― 

（２０．０） 

地方公共団体の財政の健全化に

関する法律施行令（平成１９年政

令第３９７号）第１７条第１号の

規定により事業の規模を算定 

公共下水道事業特別会計 
― 

（２０．０） 

地方公共団体の財政の健全化に

関する法律施行令（平成１９年政

令第３９７号）第１７条第３号の

規定により事業の規模を算定 

備考 

 １ 資金不足比率が算定されない場合は、「－」を記載している。 

 ２ 藤井寺市の経営健全化基準を括弧内に記載している。 

 

 



－ ３ － 

認定第１号 

平成２６年度藤井寺市一般会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成 

２６年度藤井寺市一般会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議

会の認定に付する。 

平成２７年９月２日提出 

                        藤井寺市長 國下 和男 



－ ４ － 

認定第２号 

平成２６年度藤井寺市駐車場特別会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成 

２６年度藤井寺市駐車場特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付

けて議会の認定に付する。 

平成２７年９月２日提出 

                        藤井寺市長 國下 和男 



－ ５ － 

認定第３号 

平成２６年度藤井寺市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成 

２６年度藤井寺市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意

見を付けて議会の認定に付する。 

平成２７年９月２日提出 

                        藤井寺市長 國下 和男 



－ ６ － 

認定第４号 

平成２６年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成 

２６年度藤井寺市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の

意見を付けて議会の認定に付する。 

平成２７年９月２日提出 

                        藤井寺市長 國下 和男 

 



－ ７ － 

認定第５号 

平成２６年度藤井寺市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成 

２６年度藤井寺市介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。 

平成２７年９月２日提出 

                        藤井寺市長 國下 和男 



－ ８ － 

認定第６号 

平成２６年度藤井寺市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成 

２６年度藤井寺市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の

意見を付けて議会の認定に付する。 

平成２７年９月２日提出 

                        藤井寺市長 國下 和男 



－ ９ － 

認定第７号 

平成２６年度藤井寺市病院事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、平

成２６年度藤井寺市病院事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。 

平成２７年９月２日提出 

                        藤井寺市長 國下 和男 



－ １０ － 

認定第８号 

平成２６年度藤井寺市水道事業会計決算認定について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、平

成２６年度藤井寺市水道事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会

の認定に付する。 

平成２７年９月２日提出 

                      藤井寺市長 國下 和男 



－ １１ － 

議案第５３号 

   藤井寺市個人情報保護条例の一部改正について 

 藤井寺市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２７年９月２日提出 

                        藤井寺市長 國下 和男 

 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）が施行され、個人番号制度が開始されることに伴い、特定個

人情報の適切な取扱いを確保し、並びに開示、訂正及び利用停止を実施するための

規定の改正その他所要の改正を行うものである。 

 

    



－ １２ － 

藤井寺市条例第  号 

   藤井寺市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 （藤井寺市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 藤井寺市個人情報保護条例（平成１１年藤井寺市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

目次中「目的外利用等中止」を「利用停止」に、「第２１条」を「第２１条の２」

に改める。 

第８条第１項第５号中「他の実施機関」の次に「、国若しくは地方公共団体」

を、「当該実施機関」の次に「又は国若しくは地方公共団体」を加える。 

第３章の章名中「目的外利用等中止」を「利用停止」に改める。 

第１９条の見出しを「（訂正請求権）」に改め、同条第１項中「又は削除（以下

「訂正等」という。）」を「（追加又は削除を含む。以下同じ。）」に改め、同条第２

項中「訂正等の請求」を「訂正請求」に、「訂正等を」を「訂正を」に改め、同項

ただし書中「訂正等につき」を「訂正につき」に、「訂正等の」を「訂正の」に改

め、同条第３項中「訂正等の請求」を「訂正請求」に改める。 

第２０条の見出し中「訂正等の請求」を「訂正請求」に改め、同条第１項中「訂

正等の請求」を「訂正請求」に、「訂正等請求書」を「訂正請求書」に改め、同条

第２項中「訂正等の請求」を「訂正請求」に、「訂正等を」を「訂正を」に改め、

同条第３項中「訂正等の請求」を「訂正請求」に改める。 

第２１条の見出し中「訂正等の請求」を「訂正請求」に改め、同条第１項中「訂

正等の請求」を「訂正請求」に、「訂正等を」を「訂正を」に改め、同条第２項中

「訂正等請求者」を「訂正請求者」に、「訂正等決定」を「訂正決定」に改め、同

条第３項中「訂正等の請求」を「訂正請求」に、「訂正等する」を「訂正する」に、

「訂正等の決定」を「訂正決定」に、「訂正等しない」を「訂正しない」に、「訂

正等請求拒否」を「訂正請求拒否」に、「訂正等請求者」を「訂正請求者」に改め、

同条第４項中「訂正等請求拒否」を「訂正請求拒否」に改め、同条第５項を削り、

第３章第２節中同条の次に次の１条を加える。 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第２１条の２ 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした

場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、

遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 

第３章第３節の節名を次のように改める。 



－ １３ － 

第３節 利用停止 

第２２条を次のように改める。 

（利用停止請求権） 

第２２条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当

すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を

保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。た

だし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」

という。）に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続が定

められているときは、この限りでない。 

⑴ 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでない

とき、第７条の規定に違反して保有されているとき、又は第８条第１項の規

定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

⑵ 当該保有個人情報が第８条第１項の規定に違反して提供されているとき  

当該保有個人情報の提供の停止 

２ 第１１条第２項の規定は、前項の請求について準用する。 

第２３条の見出し中「目的外利用等中止請求」を「利用停止請求」に改め、同

条第１項中「目的外利用等中止請求を」を「前条の規定による請求（以下「利用

停止請求」という。）を」に、「目的外利用等中止請求書」を「利用停止請求書」

に改め、同項第２号中「目的外利用等中止請求」を「利用停止請求」に改め、同

項第３号中「目的外利用等の中止を求める」を「利用停止請求の」に改め、同条

第２項中「目的外利用等中止請求」を「利用停止請求」に改め、同項を同条第３

項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 第１４条第２項の規定は、利用停止請求をしようとする者について準用する。 

第２４条第１項中「訂正等請求」を「訂正請求」に、「目的外利用等中止請求」

を「利用停止請求」に改め、同項第２号中「訂正等」を「訂正」に、「目的外利用

等の中止」を「利用停止」に改める。 

第２５条第１項中「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）」を「地方自治法」

に改める。 

第２８条第１項中「記載の訂正又は個人情報の記録の削除」を「保有個人情報

の訂正」に改める。 

第２条 藤井寺市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

第２条に次の３号を加える。 



－ １４ － 

⑺ 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条第５

項に規定する個人番号をいう。 

⑻ 特定個人情報 番号法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

⑼ 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個

人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該

実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているも

のに限る。 

第７条第２項各号列記以外の部分中「情報」の次に「（特定個人情報を除く。以

下この条において同じ。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

５ 実施機関が行う特定個人情報の収集に関する制限については、番号法第２０

条に定めるところによる。 

第８条第１項各号列記以外の部分中「情報」の次に「（保有特定個人情報を除く。

以下この条において同じ。）」を加え、同条の次に次の１条を加える。 

（特定個人情報の提供の制限） 

第８条の２ 実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き、

特定個人情報を提供してはならない。 

第３条 藤井寺市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「事業に関する情報」の次に「（当該個人の特定個人情報（第８

号に規定する特定個人情報をいう。）を除く。）」を加える。 

第８条の２を第８条の３とし、第８条の次に次の１条を加える。 

（特定個人情報の利用の制限） 

第８条の２ 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら

利用してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のた

めに必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ること

が困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用するこ

とができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用す

ることによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると

認めるときは、この限りではない。 

第１１条第２項中「代理人」の次に「（保有特定個人情報にあっては、未成年者

若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人（未成年者又は成年被後見人にあっ



－ １５ － 

ては、その法定代理人）の委任による代理人）」を加える。 

第１４条第２項中「代理人」の次に「（保有特定個人情報にあっては、法定代理

人又は本人（未成年者又は成年被後見人にあっては、その法定代理人）の委任に

よる代理人）」を加える。 

第２２条第１項各号列記以外の部分中「保有個人情報が」を「保有個人情報（保

有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。）」に改める。 

第２２条の次に次の１条を加える。 

（特定個人情報の利用停止請求権） 

第２２条の２ 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報が次の各号のいずれ

かに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特

定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求すること

ができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して他の条例又はこ

れに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りで

ない。 

⑴ 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたもので

ないとき、第７条の規定に違反して保有されているとき、第８条の２第１項

の規定に違反して利用されているとき、番号法第２０条の規定に違反して収

集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第２８条の規定に違反し

て作成された特定個人情報ファイル（番号法第２条９項に規定する特定個人

情報ファイルをいう。）に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用

の停止又は消去 

⑵ 番号法第１９条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人

情報の提供の停止 

２ 第１１条第２項の規定は、前項の請求について準用する。 

第２３条第１項中「前条」を「前２条」に改める。 

第２８条第１項中「個人情報を記録した情報」を「保有個人情報（保有特定個

人情報を除く。）」に改める。 

第４条 藤井寺市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

第２条中第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

⑼ 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項の規定により記録された

特定個人情報をいう。 

第８条の２第１項中「保有特定個人情報」の次に「（情報提供等記録を除く。以



－ １６ － 

下この条において同じ。）」を加える。 

第８条の３を第８条の４とし、第８条の２の次に次の１条を加える。 

（情報提供等記録の利用の制限） 

第８条の３ 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利

用してはならない。 

第２１条の２中「保有個人情報の訂正」を「保有個人情報（情報提供等記録を

除く。）の訂正」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の

実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第

１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に係る番号法第

２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機

関の長以外のものに限る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するも

のとする。 

第２２条の２第１項中「保有特定個人情報が」を「保有特定個人情報（情報提

供等記録を除く。以下この節において同じ。）が」に改める。 

   附 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

⑴ 第１条の規定 公布の日 

⑵ 第２条の規定 平成２７年１０月５日 

⑶ 第３条の規定 平成２８年１月１日 

⑷ 第４条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の

日 
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議案第５４号 

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改 

正する法律の施行に伴う関係条例の整理について 

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。 

平成２７年９月２日提出 

                        藤井寺市長 國下 和男 

 

 

 

提案理由 

 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

（平成２４年法律第６３号）が平成２７年１０月１日に施行され、地方公務員等共

済組合法（昭和３７年法律第１５２号）に規定する共済年金が厚生年金保険法（昭

和２９年法律第１１５号）に規定する厚生年金に統一されることに伴い、引用条項

の整理を行うものである。 
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藤井寺市条例第  号 

   被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改 

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の退職手当に関する条例（昭和３４年藤井寺市条例第２２号）の一部

を次のように改正する。 

第３条第２項中「地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第  

８４条第２項」を「厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第４７条第２

項」に改める。 

 （議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 

第２条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４３

年藤井寺市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

附則第５条第１項の表傷病補償年金の項中「国家公務員共済組合法（昭和３３

年法律第１２８号）若しくは地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２

号）の規定による障害共済年金（以下単に「障害共済年金」という。）又は」を

削り、同表障害補償年金の項中「障害共済年金又は」を削り、同表遺族補償年金

の項中「国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺

族共済年金又は」を削り、同条第２項の表中「障害共済年金又は」を削る。 

 （職員の再任用に関する条例の一部改正） 

第３条 職員の再任用に関する条例（平成１３年藤井寺市条例第３号）の一部を次

のように改正する。 

附則第２条中「地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）附則第

１８条の２第１項第１号」を「厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）附

則第７条の３第１項第４号」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例（次項において「改正後の条例」という。）附則第５条の規定の適

用については、当分の間、同条第１項の表傷病補償年金の項中「障害について障

害厚生年金」とあるのは「障害について被用者年金制度の一元化等を図るための



－ １９ － 

厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第６３号）附則第４条

第３号に規定する改正前国共済法若しくは同条第６号に規定する改正前地共済法

の規定による障害共済年金（以下単に「障害共済年金」という。）又は障害厚生

年金」と、同表障害補償年金の項中「障害について障害厚生年金」とあるのは「障

害について障害共済年金又は障害厚生年金」と、同表遺族補償年金の項中「死亡

については遺族厚生年金」とあるのは「死亡について被用者年金制度の一元化等

を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第４条第３号に規定す

る改正前国共済法若しくは同条第６号に規定する改正前地共済法の規定による遺

族共済年金又は遺族厚生年金」と、同条第２項の表中「障害について障害厚生年

金」とあるのは「障害について障害共済年金又は障害厚生年金」とする。 

３ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法

律（平成２４年法律第６３号）附則第４１条第１項の規定により障害共済年金若

しくは遺族共済年金が支給される者又は同法附則第６５条第１項の規定により障

害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る改正後の条例附則第５条

の規定の適用については、同条第１項の表傷病補償年金の項中「規定による障害

厚生年金」とあるのは「規定による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等

を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第６３号）

附則第４１条第１項の規定による障害共済年金若しくは同法附則第６５条第１項

の規定による障害共済年金」と、同表遺族補償年金の項中「規定による遺族厚生

年金」とあるのは「規定による遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図

るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第４１条第１項の規定によ

る遺族共済年金若しくは同法附則第６５条第１項の規定による遺族共済年金」と

する。 
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議案第５５号 

   藤井寺市手数料条例の一部改正について 

 藤井寺市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２７年９月２日提出 

                        藤井寺市長 國下 和男 

 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）の施行に伴い、通知カード及び個人番号カード再交付の手数

料について新たに規定するとともに、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

の改正に伴い、住民基本台帳カードの交付等の手数料を廃止するものである。 



－ ２１ － 

藤井寺市条例第  号 

   藤井寺市手数料条例の一部を改正する条例 

 （藤井寺市手数料条例の一部改正） 

第１条 藤井寺市手数料条例（昭和３５年藤井寺市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表中１１の項を１２の項とし、１の項から１０の項までを１項ずつ繰り下げ、

２の項の前に次のように加える。 

１ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）関係 

事  務 単 位 金 額 

行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の規定による

通知カード及び個人番号カード並びに情報提

供ネットワークシステムによる特定個人情報

の提供等に関する省令（平成２６年総務省令第

８５条）第１１条第１項第１号又は第３号から

第７号までの規定による通知カードの再交付 

    １枚 ５００円 

第２条 藤井寺市手数料条例の一部を次のように改正する。 

別表１の項中 

 「 

行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の規定による

通知カード及び個人番号カード並びに情報提

供ネットワークシステムによる特定個人情報

の提供等に関する省令（平成２６年総務省令第

８５条）第１１条第１項第１号又は第３号から

第７号までの規定による通知カードの再交付 

    １枚 ５００円 

                                    」 

 を 

 「 

⑴ 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の規定に 

    １枚 ５００円 



－ ２２ － 

よる通知カード及び個人番号カード並びに

情報提供ネットワークシステムによる特定

個人情報の提供等に関する省令（平成２６年

総務省令第８５条）第１１条第１項第１号又

は第３号から第７号までの規定による通知

カードの再交付 

  

⑵ 行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の規定に

よる通知カード及び個人番号カード並びに

情報提供ネットワークシステムによる特定

個人情報の提供等に関する省令第２８条第

１項の規定による個人番号カードの再交付

又は行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律施行令

（平成２６年政令第１５５号）第１５条第２

項から第４項までの規定による個人番号

カードの返納後の個人番号カードの再交付 

    １枚 ８００円 

                                    」 

に、別表２の項中 

 「 

⑷ 第２０条第１項、第３項又は第４項に規定

する戸籍の附票の写しの交付 

１通 ３００円 

⑸ 住民基本台帳カードの交付   

ア 第３０条の４４第１項の規定による新

規交付 

１枚 ５００円 

イ 住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令

第２９２号）第３０条の１８第１項の規定

による再交付 

１枚 ５００円 

ウ 住民基本台帳法施行令第３０条の１９

第１項の規定による更新 

１枚 ５００円 

                                    」 

 を 



－ ２３ － 

 「 

⑷ 第２０条第１項、第３項又は第４項に規定

する戸籍の附票の写しの交付 

１通 ３００円 

                                    」 

に改める。 

    附 則 

  この条例は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、第２条の規定は、

平成２８年１月１日から施行する。 



－ ２４ － 

議案第５６号 

藤井寺市景観条例の一部改正について 

藤井寺市景観条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２７年９月２日提出 

                     藤井寺市長 國下 和男 

 

 

 

提案理由 

 世界文化遺産登録に向けた古市古墳群の景観の保全・形成を図るべく、緩衝地帯

の設定に伴い、景観法（平成１６年法律第１１０号）に基づく景観計画の変更及び

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく景観地区の指定を行うため改正

するものである。 



－ ２５ － 

藤井寺市条例第  号 

   藤井寺市景観条例の一部を改正する条例 

藤井寺市景観条例（平成２５年藤井寺市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

目次中 

「第３章 行為の規制等（第１２条―第２０条）」 

を 

「第３章 行為の規制等（第１２条―第２０条） 

第４章 景観地区（第２１条―第２７条）  」 

に、「第４章」を「第５章」に、「第２１条―第２６条」を「第２８条―第３３条」

に、「第５章」を「第６章」に、「第２７条」を「第３４条」に、「第６章」を「第７

章」に、「第２８条・第２９条」を「第３５条・第３６条」に、「第７章」を「第８

章」に、「第３０条・第３１条」を「第３７条・第３８条」に、「第８章」を「第９

章」に、「第３２条」を「第３９条」に改める。 

第７条第４項中「第３０条第１項」を「第３７条第１項」に改める。 

第８条中「第２７条第２項」を「第３４条第２項」に改める。 

第３２条を第３９条とする。 

第８章を第９章とする。 

第３１条中「置くことができる」を「置く」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 藤井寺市景観アドバイザーについて必要な事項は、規則で定める。 

第７章中第３１条を第３８条とする。 

第３０条第６項中「専門部会」を「専門委員」に改め、同条を第３７条とする。 

第７章を第８章とする。 

第６章中第２９条を第３６条とし、第２８条を第３５条とする。 

第６章を第７章とする。 

第５章中第２７条を第３４条とする。 

第５章を第６章とする。 

第４章中第２６条を第３３条とし、第２３条から第２５条までを７条ずつ繰り下

げる。 

第２２条第１項中「景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下

「省令」という。）」を「省令」に改め、同条を第２９条とし、第２１条を第２８条

とする。 



－ ２６ － 

第４章を第５章とし、第３章の次に次の１章を加える。 

第４章 景観地区 

（景観地区の決定等の手続） 

第２１条 市長は、法第６１条第１項の規定により都市計画に景観地区を定めよう

とするとき、又は都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規

定により景観地区に関する都市計画を変更（規則で定める軽微な変更を除く。）し

ようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

（計画の認定申請又は通知に係る事前協議） 

第２２条 法第６３条第１項の規定による申請を行おうとする者又は法第６６条第

２項の規定による通知を行おうとする者は、あらかじめ規則で定めるところによ

り、当該申請又は通知の内容について市長と協議することができる。 

（認定申請に添付する図書） 

第２３条 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下「省令」と

いう。）第１９条第１項第６号の条例で定める図書は、法第６３条第１項の規定に

よる申請に係る建築物の形態意匠を記載した図面その他規則で定めるものとする。 

（認定の手続） 

第２４条 市長は、市街地の良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、

その必要な限度において、法第６３条第１項の規定による認定に条件を付すこと

ができる。 

（計画の認定に係る完了等の届出等） 

第２５条 法第６３条第２項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為

を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならな

い。 

２ 前項の規定は、法第６６条第２項の規定による通知を要する行為について準用

する。 

（違反建築物に対する措置命令の手続） 

第２６条 市長は、法第６４条第１項の規定により違反を是正するために必要な措

置を講ずることを命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

（建築物の適用除外） 

第２７条 法第６９条第１項第５号の条例で定める良好な景観の形成に支障を及ぼ

すおそれが少ない建築物は、次に掲げるものとする。 



－ ２７ － 

⑴ 地下に設ける建築物 

⑵ 仮設の建築物 

⑶ 第１５条第２号で定める建築物 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、規則で定める建築物 

附 則 

この条例は、平成２８年１月４日から施行する。 



－ ２８ － 

議案第５７号 

訴えの変更について 

損害賠償反訴請求事件について訴えの変更をするため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

平成２７年９月２日提出 

                        藤井寺市長 國下 和男 

 

１ 事件名 損害賠償反訴請求事件 

 

２ 当事者 反訴原告 藤井寺市 

      反訴被告 タット・建設株式会社 

 

３ 請求の趣旨の変更 

 請求の趣旨を次のように変更する。 

⑴ 反訴被告は、反訴原告に対し、金６３７４万４３００円及びこれに対する

反訴状送達の日の翌日から支払済まで年５分の割合による金員を支払え。 

⑵ 訴訟費用は、反訴被告の負担とする。 

との判決並びに⑴についての仮執行宣言を求める。 

 

４ 訴えの変更の理由 

本市が反訴原告として反訴を提起している大阪地方裁判所堺支部平成２７年

（ワ）第３６７号損害賠償反訴請求事件において、本件工事請負契約第５０条第

４項に基づき、反訴状送達の日の翌日から支払済まで年５分の割合による遅延損

害金の支払いを求めるため、訴えの変更をするものである。



 

 

 

 

 

 


